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本サービスの指定を希望
するに至った経緯

当社は神奈川県や千葉県で日中サービス支援型グループホームを展開し
ています。
県内では平塚市（介護サービス包括型（30名定員）、南足柄市（日中サー
ビス支援型（20名定員）県外では千葉県野田市（日中サービス支援型(20
名定員)・介護サービス包括型(10名定員)）、千葉県千葉市（介護サービス
包括型・20名定員）、埼玉県加須市（介護サービス包括型・30名定員）で事
業を展開しています。

グループホームAMANEKUでは、「安心・安全」「自分らしく過ごせる居場
所」「きっかけ（=チャンス）の創出」をテーマに運営しており、既存の日中
サービス支援型グループホームAMANEKU南足柄においては20名定員の
ところ、開所1か月時点で17名の方がご入居されております。
また、令和6年2月現在では20名の満室状態となっております。開設前後止
まることなく新規利用に関するお問い合わせを頂戴しております。

神奈川県内の共同生活援助　日中サービス支援型事業所のAMANEKU南
足柄における現利用者の平均障がい支援区分は4.7（区分4～6）となって
おり、重度障がい者の受入れに積極的に取り組んでいます。AMANEKU平
塚など、既存の一般住居型の戸建て物件ではお受入が難しかった車椅子
利用の方からも数多くお問合せやご期待をいただいており、そのような方
でも安心して暮らすことのできるよう、新築バリアフリーの環境で、機械浴
槽（リフト浴）、オストメイト対応のバリアフリートイレ、2階移動用のエレベー
ター、ホーム内手すりを設置するなどして、設備面でもご安心いただけるよ
うに努めてまいりました。
日中サービス支援型のご利用相談やお問合せを、茅ヶ崎市内の相談支援
事業所や医療機関などから数多くいただく中で、茅ヶ崎市内での日中サー
ビス支援型のグループホームに対するニーズの高さを感じました。
今般の新規事業所につきましても、既存住居同様のコンセプトで、茅ヶ崎
市内で重度者の利用希望のご相談やお問合せが多く、利用ニーズが高い
ため、地域の障がい者の重度化・高齢化を支える事業所として展開して参
る所存です。

茅ヶ崎市では「ちがさき障がい者支援アプリ」を配信されており、アプリから
障害福祉の案内や事業者の一覧、空き状況の確認などが行えたりと、障
害福祉に特に力を入れているため、ニーズの高い茅ヶ崎市の土地で共同
生活援助を行いたいと考えました。

立地につきましては、最寄り駅の香川駅から車で約7分の恵まれた環境で
事業を実現できるご縁をいただきましたので、開設に向けて市内・周辺市
含め一層のヒアリングを進め、市内におけるサービスニーズがまだまだ根
強いこと、既存の他社日中サービス支援型ホーム様では駅徒歩圏外の立
地ゆえご利用を断念される方も多くいらっしゃることなども確認し、本地で
の事業展開に確信を得られましたため、この度AMANEKU茅ヶ崎萩園の指
定を希望いたします。

事業所情報

法人の他の障害福
祉サービス事業の

内容・状況
※複数の事業所等が

　ある場合、別紙にするか、
本項目を

　複製して入力してくださ
い。

ＡＭＡＮＥＫＵ茅ヶ崎萩園

日中サービス支援型

神奈川県茅ヶ崎市萩園1658-1の近隣 (令和6年4月確定予定)

株式会社ＡＭＡＴＵＨＩ

代表者

代表取締役
吉田　竜真

昭和63年6月20日
神奈川県横浜市南区蒔田町字谷戸田上

973番地9-101号

日中サービス支援型共同生活援助　事業計画書

ＪＲ相模線　香川駅　車で7分（周辺地図の添付）

基本情報

定員　20　名　（主な対象　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8　日石横浜ビル10階

千葉　悠樹

ＡＭＡＮＥＫＵ茅ヶ崎萩園

神奈川県茅ヶ崎市萩園1658-1の近隣

定員　2　名　（主な対象　身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者）

第2条　第1項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉　サービス事業

令和3年2月22日

電話：045-263-8670 メール：honbu@amatuhi.co.jp

令和7年4月　（県の指定は毎月１日）

代表者会議　【資料１－１】



実施地域選定の理由

定員の設定理由
（GH、短期入所）

地域生活の支援
（日中をGHで過ごす利用
者が、地域との交流が希
薄にならないための取り
組みや、外出支援に対す
る考え。自治会との関わ
り方、ボランティアの受け
入れなど）

実施方針・方法

住居内で提供する日中
サービス

（日中をGH内で過ごす利
用者に対して、どのような

支援を行うのか）

ＡＭＡＮＥＫＵ南足柄開所に伴い、ご利用希望の数多くのお問合せに加え、茅ヶ崎
市内で事業所開所を求めるご意見も頂いております。茅ヶ崎市内のみに限らず、

近隣市外からのお問合せも多く、茅ヶ崎市という土地でグループホームを行って欲
しいというご要望をいただいておりました。またＡＭＡＮＥＫＵ平塚やＡＭＡＮＥＫＵ南
足柄の入居相談の際には茅ヶ崎市役所障がい福祉課と密に連携をとっており、日
中サービス支援型のニーズと市内重度者のニーズが強いため、今回茅ヶ崎市を選

定いたしました。

以下の取り組みをもって利用者の地域生活をご支援し、孤立を防止しつ
つ、地域社会への参画の機会を設けます。

・地域自治会への参加による、地域住民とのコミュニケーション機会の確保
・地域の催し物や消防訓練等への参加
・日常的な近隣への外出支援（散歩やお買い物同行）
・地域ボランティアや学生ボランティアの受入れ、触れ合い企画

ＡＭＡＮＥＫＵ南足柄が令和6年2月現在、満床状態である中で、止まらず県
内からの入居希望のお問合せを日々いただいている状況であること、茅ヶ
崎市内で重度障害の方のニーズが強いことなどの様々なニーズにお応え
できるよう努めておりますので、スケールメリットを生かした設備環境を整

えるためにも制度上最大定員数の20名に設定いたしました。

24時間・365日の支援体制で、以下の社会生活上の日中サービスを提供し
ます。

【生活支援/環境整備】
・入浴支援（機械浴槽あり）
・排泄介助（バリアフリートイレあり）
・更衣支援（衣替え、着衣/脱衣のサポート）
・移乗支援
・口腔ケア
・夜間対応
･居室の清掃と補佐、ゴミ出し援助
・金銭管理支援

【食事の提供】
・栄養バランスの取れた365日・3食のご提供
・必要に応じてやわらか食、ミキサー職のご提供

【専門職による助言・相談援助】
・ホーム所属の福祉士や看護師による、生活上のアドバイス、相談援助
・生活保護や障害年金、後見関連制度、ご家族の相続等に関するアドバイ
ス、相談支援

【余暇活動支援】
・軽体操
・運動レクリエーション
・支援員/利用者による調理レクリエーション
・動画鑑賞/放映会
・パズルやオセロ等のゲーム活動
・アート/創作活動
・地域イベント参加
・他、季節の催し物開催

【在宅就労支援】
・連携する日中活動サービス（生活介護/就労継続支援/デイケア等）のご
紹介
・体調不良時の通所先との連絡調整

AMANEKU茅ヶ崎萩園 週間予定表
月 環境整備（居室内清掃等）
火 パズルやオセロ等のゲーム活動
水 調理レクリエーション
木 アート/創作活動
金 動画鑑賞/放映会

土 調理レクリエーション
日 アート/創作活動



利用者の健康管理
（医療機関との連携、医
師や看護師の訪問の有
無、日々の健康チェック方
法等）

指定計画相談事業者との
連携

物件情報

居室数

食堂兼交流室

トイレ

お風呂

築年数（既存建物のみ）

家賃

アスベストの有無

アスベストの暴露の有無

用途地域

建築基準法適合状況

消防法適合状況

ハザードマップの確認

周辺環境
（通所事業所、スーパーな
どの店舗情報）

茅ヶ崎市　くらし安心部　防災対策課　防災担当　オダ様確認
土砂災害、津波等該当なし

洪水のみ浸水深0.5m以上～1.0m未満　該当
（https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bosai/1001267/1001269.html）

居室各階10室
居室で一番狭い部屋　　7.73　　㎡（収納設備を除く）
収納スペース　0.71　　  ㎡

28.20㎡（キッチンスペース　含む・含まない）

4個（車椅子対応のトイレ　有・無）

2個（重度身体障害者対応　有・無）

※新築の為なし

ロピア　茅ヶ崎店　約450m 徒歩7分
セブンイレブン　茅ヶ崎萩園北店　約350m 徒歩5分

セブンイレブン　セブン-イレブン 茅ヶ崎萩園中央店　約600m 徒歩9分
生活介護事業所　クロスK 約1km 徒歩13分

建物情報
一人月額　　46,000円　（全体家賃月額　　920,000　円）

・定期的に利用者の生活状況や精神状況に関する現況報告を行い、モニ
タリングの時期に関わらず、密な連携を図って参ります。
・日々の生活支援や相談援助の中で捉えた各種課題についても必要に応
じてご相談させていただき、他の社会資源の活用も踏まえた解決案を協調
して検討していきたいと考えています。

（アスベストが有の場合記載）

新築の為事前相談済、計画上支障なし

管理者、サービス管理責任者、ホーム内看護職員が主導の上、以下の取
り組みで健康管理を図っていきます。

・日々のバイタルチェック、感染症対策（3密の防止・定期的な換気）
・服薬管理（職員情報共有システムを利用）
・定期的な通院同行、主治医とのコミュニケーション
・訪問看護、ヘルパーとの連携、連絡調整、利用支援
・緊急時対応

市街化区域

新築の為事前相談済、計画上支障なし

無し

賃貸物件
木造2階建ての建物　　（平面図を添付）



管理者 1人 常勤換算　　1人

サービス管理責任者 1人 常勤換算　　0.3人

世話人 18人 常勤換算　　7人

生活支援員 4人 常勤換算　　4人

夜間支援体制 夜間支援従事者

（内資格・研修修了者数）

サビ管の研修修了状況

看護師の配置 有　　・　　無

従業員の育成方法

事業開始予定日

入居予定者の状況

主たる対象者

身体障がい
（合計　2　人）

知的障がい
（合計　4　人）

精神障がい
（合計　2　人）

難病等
（合計　　人）

重症心身障害者

医療的ケアを要する者

強度行動障害

日中の過ごし方

ニーズ調査
（調査方法、見込みの積
算方法）

短期入所
運用方法
緊急時の受け入れ態勢

区分６　　2　人、区分５　　2　　人、区分４　　　人
区分３　　　人
（うち車椅子利用　　人・ＧＨ内で日中を過ごす　3
人）

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　2　　人
区分３　　　人
（うち高次脳機能障がい　　人・その他　　1　　人、
ＧＨ内で日中を過ごす　　2　人）

受け入れの可否

可

否

可

基礎　　・　　補足　　・　　実践　　・　　更新

区分等
（令和6年3月7日現在）

知的障がい者、精神障がい者、身体障がい者、難病対象者

令和7年4月1日

入居予定者　　8人（令和6年3月7日現在）

有の場合の配置状況
（生活支援員・世話人を兼務する正看護師を配
置）

　　　　　　　　　　　　12人

配置人員

職員配置

利用者予定

・社内研修（入社時・定期）の実施
会社理念の共有、業務マニュアルツール及び研修ツールの利用、定期的なトレー
ニング配信、eラーニングの活用
・定期的な管理者/職員の1on1ミーティングの機会を設け、気づきとPDCAサイクル
の循環に向けたコミュニケーション機会を確保
・外部研修の参加促進（指定研修については会社が費用を助成）
・研修関連資料の社内共有

・市内/市外の各所関係支援機関、相談支援事業所に対するヒアリング
・現利用者及びお問い合わせ者（AMANEKU平塚・AMANEKU南足柄ほか、
県外事業所へのお問い合わせ者を含む）に対するヒアリング
・障害福祉情報サービスかながわの事業所及び障がい者人口から割り出
したグループホーム利用率

（予定）
社会福祉士　１名、介護福祉士　１名、
強度行動障害支援者養成研修修了者　１名、正看護師　１名

緊急時の受入れにも支障のないよう、管理者とサービス管理責任者が主
導し、常に+1の利用者支援に対応できる職員体制と意識を整えていきま
す。
これまでAMANEKUでは、グループホーム新規利用開始に向けた短期～長
期の体験受入れの他、AMANEKU南足柄　短期入所ではやむを得ない事
由による措置として、行政から依頼があった方のお受入も行うなど、ご要望
に応じた受け入れ利用実績もございます。
各フロアに１室専用の居室を設け、グループホームと一体的な運用を行う
ようことで、利用期間に関わらず、柔軟な受け入れ態勢を整備します。

GH内で日中を過ごす利用者　　　　　　　　　　16　　　　人
外部の日中活動サービス等を利用する利用者　4　　人

AMANEKU南足柄の実績に基づく

区分６　　　人、区分５　　　　人、区分４　　　人
区分３　　　人
（ＧＨ内で日中を過ごす　　人）

区分６　　1　人、区分５　　1　　人、区分４　　　人
区分３　　　人
（うち車椅子利用　1　人・医療的ケア要　　人・Ｇ
Ｈ内で日中を過ごす　1　人）



地元住民への説明
地元住民、自治会への説
明方法、時期

基準省令、留意事項通知
を読みましたか？
GHの指定申請の手引き
を読みましたか？
GH勤務経験や見学など
で支援の現場を確認しま
したか。

機関名
茅ヶ崎市役所　福祉部　障が
い福祉課　障がい福祉推進
担当

その他 その他

制度理解

はい　　　・　　いいえ

はい　　　・　　いいえ

はい　　　・　　いいえ

地域及び支援機関
との連携方法等

※運営上のコンサルテー
ション等を受けている場合

も記載してください。

連携方法・内容

利用者様の入居に関する相談や入居後の連絡体制、
利用者様のカンファレンスなどの定期開催等

令和5年12月1日、12月5日、12月10日に建物新築（開発行為）に伴う地元
住民自治会への説明を実施いたしました。
今後、展開の折々で都度進捗状況を共有し、近隣住民の皆様との一層の
コミュニケーションを図って参ります。


